
香川県立保健医療大学の授業料等の減免等に関する取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下

「法律」という。）及び香川県立保健医療大学規則（平成15年香川県規則第105号。以下「規

則」という。）の規定に基づき、香川県立保健医療大学（以下「本学」という。）の授業料

及び入学金（以下「授業料等」という。）の減免、分納及び納付の猶予の取扱いに関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （減免の対象となる者） 

第２条 学長は、次の各号のいずれかに該当する本学の学生（入学予定の者を含む。）に対し、

その申請により、授業料等を減免することができる。 

（１）法律第８条第１項の授業料等減免対象者 

（２）大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第６号）第

10条第２項第３号で定める収入及び資産の状況に関する基準に該当する者であって、前

号の授業料等減免対象者に該当しないことについて、斟酌すべきやむを得ない事情があ

ると学長が認めるもの 

 （減免の額） 

第３条 授業料等の減免の額は、大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年

政令第４９号）第２条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 （申請手続） 

第４条 授業料等の減免を受けようとする者は、授業料等減免対象者認定申請書（第１号様

式）に学長が必要と認める書類を添えて、学長が指定する期日までに学長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請を行った者については、その認定の可否を確認できるまでの間、規則第14条

第１項の規定に基づき、授業料等の納付を猶予されたものとみなす。この場合において、

授業料等の全部又は一部の減免がなされない場合には、速やかに減免額を差し引いた金額

の授業料等を納付しなければならない。 

 （減免の認定） 

第５条 学長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査し、その可否、減免す

る額、減免する期間等を決定し、申請者に通知するものとする。 

 （継続申請手続） 

第６条 授業料の減免を受けている者は、半期ごとに、授業料減免対象者認定継続申請書（第

２号様式）に学長が必要と認める書類を添えて、学長が指定する期日までに学長に提出し

なければならない。 

２ 前条の規定は、前項の継続申請について準用する。 



 （変更等の届出） 

第７条 授業料等の減免を受けている者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やか

に、その旨を学長に届け出なければならない。 

（１）減免を受けている事由が消滅したとき。 

（２）住所、氏名、生計維持者等が変更したとき。 

 （減免の認定の取消し等） 

第８条 学長は、授業料等の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当するに至った

ときは、当該減免の認定を取り消し、又は停止することができる。 

（１）虚偽の申請をしたことが明らかになったとき。 

（２）懲戒処分を受けたとき。 

（３）学年進級できないなど学業成績が著しく不良なとき。 

（４）前各号に掲げる場合のほか、本学の諸規程に違反し、学生としての本分に著しく反す

るとき。 

２ 前項の規定により減免の認定を取り消し、又は停止された者は、直ちに未納の授業料等

を納付しなければならない。 

 （授業料等の分納及び納付の猶予） 

第９条 規則第14条第１項に規定する特別の理由があると認めるときとは、第２条各号に掲

げる者に準ずる者で、授業料等を納付期限までに一括して納付することが困難なときとす

る。 

２ 授業料等の分納の許可又は納付の猶予を受けようとする者は、授業料等分納・納付猶予

申請書（第３号様式）に学長が必要と認める書類を添えて、学長が指定する期日までに学

長に提出しなければならない。 

３ 授業料等の分納の許可又は納付の猶予を受けた者は、学長の指定する日までに、指定す

る額を納付しなければならない。 

 （授業料等の還付） 

第10条 学長は、授業料等を納付した者について、規則第13条第１項の規定に基づき、授業

料等の減免がなされたときは、その減免額に相当する金額を還付することができる。 

   附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度入学生の入学金及び令和２年度の

授業料から適用する。 


























